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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　ザンビア共和国は、南部アフリカ地域に位置する人口約1000万人の内陸国であり、いまだ感染

症が国民の健康を脅かす最大の課題となっています。

　当事業団の「ザンビア共和国感染症対策プロジェクト」は、1994年３月まで実施した「ザンビ

ア共和国感染症プロジェクト」の成果を踏まえ、同プロジェクトで整備したザンビア大学付属教

育病院ウイルスラボラトリー（検査室）のさらなる機能強化と、結核ラボラトリーの新たな整備

を通じて、ザンビア共和国における感染症対策に寄与することを目的に、1995年４月から５年間

の計画で実施しているものです。

　本件巡回指導調査団は、協力開始後１年９カ月あまりを経過した同プロジェクトについて、進

捗状況の確認を行うとともに、今後プロジェクト終了までの方向性等について提言を取りまとめ

ることを目的として、国立仙台病院院長の高橋克幸氏を団長として、1997年１月５日から１月17

日まで派遣されました。

　本報告書は、同調査結果を取りまとめたものです。本調査にあたり、多大なご協力を賜りまし

た内外の関係各位に対し、深甚なる謝意を表します。

　平成９年２月
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１．巡回指導調査団の派遣１．巡回指導調査団の派遣１．巡回指導調査団の派遣１．巡回指導調査団の派遣１．巡回指導調査団の派遣

１－１　調査目的

　1995年４月１日から2000年３月31日までの協力期間を予定している本プロジェクトは、すでに

開始後１年９カ月を経ている。1996年３月には計画打合せ調査団が派遣され、開始後１年を経た

時点でのプロジェクト進捗状況の調整がなされた。今回調査では、当初討議議事録（R／D）およ

び計画打合せ調査の結果を踏まえ、これまでの進捗および残り約３年の協力期間での活動内容の

調整を図った。

１－２　調査団の構成

　 担　当 　　　　氏　名　　　　　　所　　　属

　団　　長　　　高橋　克幸　　国立仙台病院院長

　公衆衛生　　　長田　明光　　宮城県保健環境センター所長

　臨床病理学　　宍戸　春美　　国立療養所東京病院臨床研究部長

　協力計画　　　青木　利道　　JICA医療協力部医療協力第二課課長代理

１－３　調査日程

日順 月　日 曜日 移　動　お　よ　び　業　務
１ １月５日 日 日本発
３ ７日 火 ザンビア着

JICA事務所、日本大使館表敬
４ ８日 水 ザンビア大学医学部長、ザンビア大学付属教育病院（UTH）院長、

ザンビア大学副学長表敬
プロジェクト専門家との協議

５ ９日 木 UTH小児科視察、保健省副大臣表敬、ジョージ・コンパウンド視察
６ 10 日 金 保健大臣表敬、プロジェクト合同委員会開催
７ 11 日 土 資料整理
８ 12 日 日 同上
９ 13 日 月 ウイルスラボラトリー拡張施設（プロジェクト基盤整備費により増築）

引き渡し式
プロジェクト専門家との協議、ミニッツ準備

10 14 日 火 ミニッツ署名・交換、日本大使館、JICA事務所報告
ザンビア発

13 17 日 金 日本着
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１－４　主要面談者

（１）ザンビア側関係者

Prof. Mukongwe Dean, the School of  Medicine, University of Zambia

Dr. G. Katema Executive Director, UTH

Prof. Swela Vice Chancellor, University of Zambia

Dr. Katele Kalumba Minister, Ministry of Health

Prof. N. P. Luo Deputy Minister, Ministry of Health

Mr. Mwale Clinical Officer, George Clinic

Dr. Chomba Head of  Department, Paediatrics, UTH

（２）日本側関係者

在ザンビア共和国日本大使館 増井特命全権大使

古賀一等書記官

黒木二等書記官

感染症対策プロジェクト 沼崎リーダー

照沼専門家（免疫学・ウイルス学）

白井調整員

JICAザンビア事務所 塚田次長

安藤所員
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２．調査の結果２．調査の結果２．調査の結果２．調査の結果２．調査の結果

２－１　プロジェクトの目的

（１）既存のウイルスラボラトリーを基盤に、さらにこれを発展させ、広く衛生検査技能の向上

を図る。

（２）感染症サーベイランスおよび感染症の検査診断を通じて人材育成を行うとともに、感染症

対策の向上を図る。

２－２　現時点でのプロジェクトの成果

（１）急性呼吸器感染症（ARI）

　前プロジェクトに引き続き1995年、1996年にインフルエンザの流行を確認した。また、

これまでのプロジェクトの実績および現有施設内容が評価され、インフルエンザに関して

WHO地域ラボラトリーに認定したいとの文書をWHOより受け取り、現在、正式手続き中

である。また、乳幼児肺炎に関して、組織培養室の技術が向上し、主要な病原体であるRS

ウイルスが検出可能となった。ただし、パラインフルエンザについては、まだ本ラボラト

リーでは検出技術が確立していないので、今後の技術指導が必要となっている。

　また、ルサカ市内の２つのヘルスクリニックから咽頭拭い液2066検体を集め、ARIの原因

ウイルス分離を継続して行っている。

（２）感染症検査技術の向上

　分子生物学的手法、特にPolymerase Chain Reaction (PCR)法を導入し、検体よりウイ

ルスを直接検出できるようになり、すでに血液中からのエイズウイルスおよび咽頭拭い液か

らのRSウイルスの検出が可能となった。PCR法導入の成果として、これまでの検査キット

より安価かつ迅速な診断が可能となった。FAC Scanを使った免疫学的検査では、エイズに

ついてザンビア共和国（以下、ザンビア）では免疫能が高度に障害を受ける前にカポシ肉腫

を発症する例が多数存在することを確認した。なお、今後はPCR法を用いての他のウイル

ス診断などが期待されている。

（３）病院およびコミュニティでの感染症のサーベイランスおよび臨床研究

１）ポリオ

　1996年はザンビア国内から送られてきた23検体からはポリオ野生株１型は分離されな

かった。また、タンザニアから送られてきた12検体のうち、３検体からポリオ野生株１型

が分離された。なお、従来、検体はザンビア大学付属教育病院（UTH）から診断依頼さ
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れることが主であったが、最近では６つのプロビンスからも依頼が来ているなど、ウイル

スラボラトリーに対する先方の認知度も高まっているといえる。

２）麻　疹

　11月にMonzeで発疹を伴う伝染病が発生し、ウイルスラボラトリーに送られた検体か

ら麻疹ウイルスが分離された。

３）HIV

　UTH小児科病棟に新規に入院してくる小児患者の約30％は、HIVの抗体陽性であるこ

とが確認された。現在、さらにUTH小児科、内科、性病外来でHIV感染患者の長期観察

計画を進展中である。HIVのPCR法導入による成果として、生後18カ月までの乳幼児の

HIV感染有無の検査、HIV感染後抗体ができるまでの間のウイルスの早期検出が可能と

なった。なお、今後はHIV感染患者の長期フォローアップシステムの確立が必要であろ

う。

４）郡（District）での感染症検査技術の向上

　1996年、「HIVおよび関連疾患に関するラボラトリーマニュアル」を発行し、地方医療

従事者への基本的な知識の普及に貢献した。また、現在、中堅技術者養成対策費を使って

郡医療従事者を対象に、HIVとその関連疾患およびポリオサーベイランスのための検査技

術向上ワークショップを開催すべく準備中である（1997年３月に20名を対象に予定）。

５）プロジェクトで得られた各種データの有効利用

　年報「ザンビアにおけるウイルス感染症」および四半期ごとに「ザンビア共和国感染症

対策プロジェクトニュースレター」を発行し、ザンビア国内のみならずWHO等国際機関

にも発送した。

２－３　先方との確認事項（附属資料参照）

（１）ウイルスラボラトリーはポリオ撲滅に関するWHOの拡大予防接種計画（EPI）レファレ

ンスラボラトリーに正式に認定され、ザンビアにおいて中心的な役割を担っている。また、

タンザニアなどからも検体の診断依頼が来ている。

（２）ARIに関し、本ラボラトリーではすでにいくつかのウイルスを分離しており、WHOでも

インフルエンザに関する地域ラボラトリーに認定する作業を進めつつある。

（３）1996年５月10日および11日の両日、ポリオ、HIVに関するワークショップを約180名の参

加者のもと、本プロジェクトが開催した。本ワークショップでは全プロビンスを対象にメ

ディカルオフィサー、臨床検査技師、保健婦などが対象となった。

（４）本プロジェクトに関するニュースレターを1996年７月および12月に発行し、約500部がザ

ンビア国内の医療機関およびWHO等に送付された。
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（５）年報「ザンビアにおけるウイルス感染症」を1996年４月に約500部発行した。

（６）「HIVおよび関連疾患に関するラボラトリーマニュアル」を1000部発行、医療機関に送付

し、一部は保健教育の教科書としても用いられた。

（７）上記活動を通じて、本ラボラトリーはザンビアにおける公衆衛生ラボラトリーとしての機

能を強化した。

（８）プロジェクト基盤整備費を用い、ウイルスラボラトリーを約250㎡拡張、新たに６室を増

やし、ウイルスラボラトリーの機能を整備した。

（９）1996年度は長期専門家４名が派遣された。

（10）３名のザンビア側カウンターパートがそれぞれウイルス学、免疫学および細菌学に関す

る本邦研修に、また２名がそれぞれケニアでの肝炎およびガーナでのポリオの研修のために

派遣された。

（11）各種医療機器が技術移転のために供与された（協議議事録ではAnnex-3に機材リストを添

付しているが、ここでは省略した）。
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３．調査団員による報告３．調査団員による報告３．調査団員による報告３．調査団員による報告３．調査団員による報告

３－１　団長所感

　本プロジェクトは開始後約１年９カ月を経ているが、現地の派遣専門家の努力により順調に技

術移転されているものと判断される。特に1996年は大統領選挙もあり、短期専門家の派遣を中止

した経緯もあるが、現場に派遣中の長期専門家の努力により、本事情にもかかわらず技術移転を

円滑に行ってきたことは特筆に値する。

　また、ザンビア側カウンターパートの定着率が高いのも本プロジェクトの特徴で、プロジェク

ト開始時に14名いたカウンターパート（医師および臨床検査技師）のうち、保健省副大臣に栄転

した１名および退職した１名を除く12名と、その後配置された４名の計16名が現在のカウンター

パートとなっており、このような高いカウンターパートの定着率は他に例をみないともいえる。

最近では経済的なインセンティブがないにもかかわらず、カウンターパートが土・日曜日にも出

勤して研究を継続するなど、先方カウンターパートの熱心な姿勢が目につく。これについては、

国立仙台病院等でのカウンターパート研修の効果および日本側専門家の各カウンターパートへの

適切な研究テーマの選定およびきめ細かい指導などに負うところが多いものと思われる。

　本プロジェクトは特定の研究テーマに関する技術移転プロジェクトであると位置づけられるが、

研究プログラムの効果的な年間計画により円滑に進捗している。また、これまでの業績からWHO

のEPI地域ラボラトリーとして認定されるとともに新たにインフルエンザラボラトリーへの認定が

予定されているなど、東アフリカにおいてケニアと並んで中心的なウイルスラボラトリーとなる

ことが期待されている。

　以上、記述したように現時点での活動については順調に推移していることから、今後約３年の

協力期間についても、今回調整した協議議事録別添の暫定実施計画（TSI）に即し適切に実施して

いけば、当初予定の協力効果が得られるものと判断される。

３－２　宍戸団員報告

（１）発展途上国における結核の重要性

　世界的規模でみると、現在、結核菌は毎年250万～300万人を死亡させる。その大半は、

アフリカ、アジアを中心とした発展途上国である。最近ではHIV感染症に伴う結核も急増し

てきた。WHOの収集したデータに基づく推計によれば、①1990～99年の10年間に新しく

8800万人の結核患者が発病し、そのうち800万人がHIV感染による患者である。また、この

間に3000万人が死亡し、そのうち290万人がHIV感染による患者である、②1990年には250万

人、1995年には300万人、2000年には350万人が結核死すると推定される。アフリカにおけ

る結核患者の約70～80％はHIV陽性と報告されている。ザンビアでも同様であろう。ザンビ
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アを含むアフリカでは、エイズ患者に合併する日和見感染症として、第１位が結核、第２位

がクリプトコッカス症であり、今後、エイズ患者の増加とともに、さらに結核の重要性は高

くなる。

（２）結核に関する調査概要

１）UTHにおける結核に関する検査の現状

　1996年、本プロジェクトが申請した結核に関する検査の機材はまだ入手されていない。

機材がそろった段階で検査が始まる予定である。

　結核検査に関するカウンターパート２名の研修は、主として国立療養所東京病院で実施

されている。１名はすでに研修を終え、UTHに勤務している。他の１名は現在、国立療

養所東京病院で研修中である。

　結核の検査に予定されている実験室を見学した。機材が搬入されれば、設備等からみて

検査は十分に実施できる。

　現在、UTHの患者検体の結核検査は、下記のChest Disease Laboratory, Ministry of

Health（以下、CDL）へ送付して実施している。CDLの設備、消耗品の供給、人的資源

の制限から、送付検体の一部のみに検査が限定されている状態である。

２）CDL

　CDLのMrs. G. C. Kahenyaの案内で同研究所を見学した。

　蛍光顕微鏡にて喀痰塗抹標本の抗酸菌検査、Lowenstein-Jensen mediumを用いて抗

酸菌の分離培養検査が実施されていた。しかし、機材、消耗品の供給が不十分なため、送

付された検体の一部しか検査されていないのが現状であった。検査機材の大半は、1974年

の英国、1977年のオランダからの技術協力の際に購入したものであり、その後は補給され

ていないようであった。

　検査を依頼される検体はザンビア全土からCDLへ送付されてくるが、実際にはその

90％以上をUTHからの検体が占める。したがって、本プロジェクトとしてUTHにおいて

UTH患者からの検体について結核検査を実施するようになれば、CDLの負担が軽減し、

CDLの本来の業務（ザンビア全土における結核の状況を把握する）が円滑に進行するよ

うになるであろう。

　大便、尿からの結核菌の分離の経験はないとのことであった。Mycobacterium avium

complex、Mycobacterium Kansasiiなどのいわゆる「非定型抗酸菌」の分離の経験もな

いとのことであった。HIV感染症患者の増加などの背景から考えると、ザンビアでも大

便、尿からの結核菌の分離や非定型抗酸菌の分離が認められるべきであり、技術的な問題

が存在すると思われる。
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（３）結核の検査・研究に関する今後の方針

１）日本におけるカウンターパートの研修は、結核の診断技術の向上に直結する点を重点的

に行う。

２）短期、長期専門家の派遣については、結核の診断、治療、特にHIV感染症患者を考慮し

た結核の診療に深い経験をもつ臨床医ならびに結核の診断法に関する優れた研究実績をも

つ研究者（臨床医）を考慮すべきである。以上の条件を考慮して、国立療養所東京病院か

ら派遣したい。
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協議議事録（M／M）
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